
随意契約見直し計画 
 
 

平成 19年 12月 
国立大学法人和歌山大学 

 
１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、
随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、直ちに一般競争入札等に移行するも
のとし、遅くとも２０年度から全て一般競争入札等に移行することとした。 

 
【全体】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（  ％） （  ％）事務・事業を取り止めたもの 
（１８年度限りのものを含
む。） 

（２９％） （２０％）
競争入札 

２ １１

（２９％） （３７％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 （２９％）
     ２ 

（３７％）
        ２０ 

２ ２０

（７１％） （６３％） （４２％） （４４％）
随意契約 

   ５ ３４ ３ ２４

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

     ７         ５４       ７          ５４

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 
【同一所管法人等】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（  ％） （  ％）事務・事業を取り止めたもの 
（１８年度限りのものを含
む。） 

（  ％） （  ％）
競争入札 

（  ％） （  ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 （  ％） 
 

（  ％）
 

（100％） （100％） （100％） （100％）
随意契約 

１ ９ １ ９

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

 １          ９       １          ９ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 



 
【同一所管法人等以外の者】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（  ％） （  ％）事務・事業を取り止めたもの 
（１８年度限りのものを含
む。） 

（３３％） （２４％）
競争入札 

２ １１

（３３％） （４３％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 （３３％）
２

（４３％）
２０ 

２ ２０

（６７％） （５７％） （３３％） （３３％）
随意契約 

４ ２６ ２ １５

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

 ６         ４６       ６          ４６

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 
 
 
２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 
 

平成２０年１月までに、以下の措置を講じ、随意契約によることが真にやむ得ないもの以
外、遅くとも平成２０年度から一般競争入札等に移行。 

 
（１）総合評価方式の導入拡大 
 ① 情報システム、公共工事の設計業務等に加え、研究開発、調査研究、広報業務等につい

て、総合評価落札方式による一般競争入札の導入を図る。 
 ② 総合評価方式による一般競争入札マニュアルの作成 
   一般競争への移行を支援するための業務マニュアルを作成し、仕様書の作成や予定価格
の設定等の各種入札手順を具体的に示す。 

                    （平成２０年１２月を目途に作成予定） 
 ③ プロジェクトチームの設置 
   上記措置を行うため、財務課にプロジェクトチームを設置 
  
（２）複数年度契約の拡大 
① 研究開発やシステム関連等の複数年度にわたる契約については、複数年度契約の拡大を
図る。 

 
（３）入札手続きの効率化 
① 一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、電子入札の拡大や公告の方法等につ
いて検討を行う。 

  
 
（注）個別の契約の移行時期及び手順については、「随意契約の点検・見直しの状況」に記載 

 



様式３－１

（法人名：国立大学法人和歌山大学）

件数 契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型

区分 備考

1
(独)国立印刷局
東京都港区虎ノ門２
丁目２番４号

入試問題印刷
46,934部

門脇弘和
財務課
和歌山市栄谷９３０

H.18.12.14 8,878,593 随意契約

入学試験問題の印刷については
会社法人との検討を進めている
が、法律により守秘義務を負っ
ている国立印刷局が安全確実で
あることから、随意契約とし
た。（国立大学法人和歌山大学
会計規則第３５条第３項第１
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

合計 8,878,593

（注６）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。

（注２）平成18年度より前に契約を締結した長期継続契約（18年度には支払いのみが生じており、契約行為がないもの）については、以下のとおり整理する。
　　　　電気、ガス、水道、電話通信役務・・・調査対象（１回の支払につき１件とする）
　　　　複数年契約のリース契約、コピー機の保守役務等・・・18年度に契約していなければ、調査対象外

（注４）「契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地」には、原則として契約時の担当者等を記載するが、これにより難い場合は適宜の時点の担当者名として差し支えない。

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「当該独立
　　　行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）との契約を記載する。
　　　　なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
　　　第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【同一所管公益法人等との契約】

0

（注３）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額（複数年契約の場合は、契約期間全体の調達総（予定）額）を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。複数品目等を１契約にて調達している場合は、代表
　　　的な品目等の単価を記載する。

（注５）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。

（注７）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。引き続き「企画競争・公募」とする場合は、「その他（引き続き企画競争・公募を実施）」と記載する。
（注８）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を
　　　補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。

（注９）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番号、
　該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「14」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「15」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
　　　・その他、1から17並びに19の類型区分に分類できないものについては「18」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「19」



様式３－２

（法人名：国立大学法人和歌山大学）

件数 契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日 契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由（具体的
かつ詳細に記載） 見直しの結果 講ずる措置 類型区

分 備考

1
（株）紀伊國屋書店
豊中市蛍池東町４丁
目６番２３号

Accounting historians
journal　１点外84点

田中隆博
附属図書館
和歌山市栄谷930番地

H.18.04.01 6,964,681 随意契約

外国雑誌等を１０ブロックに分類し、過
去の納入実績や他大学等の選定状況を考
慮し、安定供給ができる業者の見積合せ
を半年前に実施し、各タイトル毎に最低
見積価格を提示した業者を選定した。
（国立大学法人和歌山大学会計規則第３
５条第３項第１号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

2

インフォトレーダー
（株）
大阪市西区靭本町１
丁目２０番１３号

Administrative science
quarterly １点外135点

田中隆博
附属図書館
和歌山市栄谷930番地

H.18.04.01 7,671,175 随意契約

外国雑誌等を１０ブロックに分類し、過
去の納入実績や他大学等の選定状況を考
慮し、安定供給ができる業者の見積合せ
を半年前に実施し、各タイトル毎に最低
見積価格を提示した業者を選定した。
（国立大学法人和歌山大学会計規則第３
５条第３項第１号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

3
あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸
町１番２号

監査契約
千葉清行
財務課
和歌山市栄谷930番地

H.18.07.03 5,880,000 企画競争・公募

４監査法人より提案を受け学内審査等の
後、２法人を会計監査人候補として文科
省へ提出し、選任を受けた。（国立大学
法人和歌山大学会計規則第３５条第３項
第１号）

その他（引き続
き企画競争・公
募を実施）

引き続き企画競争・公募を実施 18

4

あさかわシステムズ
（株）
泉佐野市りんくう往
来北１番

実システム開発に基づく
先導的ソフトウエア技術
者育成のための教材作成
支援業務

千葉清行
財務課
和歌山市栄谷930番地

H.18.12.01 14,490,000 企画競争・公募

業務内容に適したより優れた知識を持つ
技術者をホームページ等で公募し、資格
要件審査等の後、随意契約とした。（国
立大学法人和歌山大学会計規則第３５条
第３項第１号）

その他（引き続
き企画競争・公
募を実施）

引き続き企画競争・公募を実施 18

5
（株）稲葉
和歌山市十番丁５１
番地

演習机６０脚外２点
寺本　匠
財務課
和歌山市栄谷930番地

H.19.02.09 5,449,500 随意契約

（不落随契）再度の入札に付しても落札
者がない。（国立大学法人和歌山大学契
約事務取扱規程第３５条第１項第１２
号）

その他 競争入札に移行 16 演習机@42,160

6

和歌山配管工事
（株）
和歌山市太田２３番
地

和歌山大学課外活動施設
Ⅲ空調設備改修工事

岡本重人
施設整備課
和歌山市栄谷930番地

H.19.02.19 5,103,000 随意契約

（不落随契）再度の入札に付しても落札
者がない。（国立大学法人和歌山大学契
約事務取扱規程第３５条第１項第１２
号）

その他 競争入札に移行 16

合計 45,558,356

（注６）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。
（注７）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。引き続き「企画競争・公募」とする場合は、「その他（引き続き企画競争・公募を実施）」と記載する。
（注８）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を
　　　補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。
（注９）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番号、
　該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「14」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「15」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
　　　・その他、1から17並びに19の類型区分に分類できないものについては「18」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「19」

（注５）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「当該独
　　　立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約を記載する。
　　　なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
      第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。

（注３）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額（複数年契約の場合は、契約期間全体の調達総（予定）額）を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。複数品目等を１契約にて調達している場合は、代表
　　　的な品目等の単価を記載する。

【その他の者との契約】

（注２）平成18年度より前に契約を締結した長期継続契約（18年度には支払いのみが生じており、契約行為がないもの）については、以下のとおり整理する。
　　　　電気、ガス、水道、電話通信役務・・・調査対象（１回の支払につき１件とする）
　　　　複数年契約のリース契約、コピー機の保守役務等・・・18年度に契約していなければ、調査対象外

（注４）「契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地」には、原則として契約時の担当者等を記載するが、これにより難い場合は適宜の時点の担当者名として差し支えない。




